
令和７年度 江原道青少年国際フォーラム派遣事業 実施要項 

鳥取県教育委員会  

 

１ 目的  

韓国江原道国際教育院が開催する韓国およびアジアを中心とした諸外国と日本の高校生が参加する江原道

青少年国際フォーラム（以下、「本フォーラム」という。）に県内高校生を派遣し、英語によるプレゼンテ

ーションや他国生徒との交流をとおし、英語力を高める機会を得るとともに、多様な視点や捉え方に触れ、

地域や世界規模の課題に主体的に関わろうとする意欲や、グローバルに活躍しようとする意識を醸成する。 
 
２ 派遣期間 

令和７年７月３０日（水）～８月２日（土） （３泊４日） 
 

３ 派遣先 

  江原特別自治道教育庁国際教育院（大韓民国 江原特別自治道） 
 

４ 訪問団  

倉吉東高校生徒５名、引率教員１名、高等学校課１名、交流推進課（国際交流員）１名  
 

５ 行程・活動（※時間及び行程・活動について、一部変更の可能性あり） 

日付 時間 行程・活動（【 】は移動手段、（ ）は内容等） 宿泊先 

7/30 

（水） 

11:30 

11:45 

15:50 

18:30 

19:00 

倉吉東高校集合、結団式 

倉吉東高校→米子鬼太郎空港【借り上げバス】 

米子鬼太郎空港―仁川空港【エアソウル】 

仁川空港→ホテル 

夕食 

 

 

 

 

ホテル（空港周辺） 

7/31 

（木） 

7:30 

8:30 

12:00 

 

13:00 

14:00 

16:20 

17:00 

18:10 

20:00 

朝食 

ホテル→江原道国際教育院【借り上げバス】 

昼食 

≪江原道青少年国際フォーラム１日目≫ ※鳥取県・江原道生徒のみ 

・開会式、オリエンテーション（施設案内など） 

・体験活動①（キャンドル作り、ヨット体験など） 

・発表準備 

・夕食 

・交流など 

・軽食、諸注意 

 

 

 

 

 

 

 

江原道国際教育院

内宿泊施設 

8/1 

（金） 

 

8:00 

10:00 

10:10 

11:20 

 

12:00 

13:00 

 

13:40 

15:00 

≪江原道青少年国際フォーラム２日目≫ 

・朝食 

・開会式 

・グループワーク（事前のグループ紹介に関するクイズなど） 

・ディスカッション（「平和、人権、国際開発の協力」(Peace, Human 

Rights and International Cooperation)」） 

・昼食 

・ディスカッション（「平和、人権、国際開発の協力」(Peace, Human 

Rights and International Cooperation)」） 

・終了証授与および写真撮影、軽食 

江原道国際教育院→ホテル【借り上げバス】 

夕食 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホテル（空港周辺） 

8/2 

（土） 

10:30 

13:15 

16:00 

19:30 

ホテル→仁川空港【バス】 

仁川空港→関西国際空港【エアソウル】 

関西国際空港→倉吉東高校【借り上げバス】 

倉吉東高校着、解団式 

 



 ※事前オリエンテーションをオンラインで開催（７月中旬、放課後を予定） 

 

６ 事前説明会及び事後報告会について 

（１）事前説明会について 

  目的：事業の概要説明及び渡航に係る諸注意（７月初旬、放課後を予定） 

（２）事後報告会 

  帰国後、県教育委員会教育長への報告と合わせて実施する。（８月中旬を予定） 
 

７ 参加資格 

（１）他国の文化・言語・社会等への関心が高く、自ら本フォーラムへの参加を希望する者 

（２）本フォーラムでの英語による発表や、他国生徒との協議や交流に必要な英語力を有し、かつ積極的に取

り組むことができる者 

（３）健康で外国での生活に適応でき、保護者の同意が得られる者 

（４）学校生活において他の模範となる者であると所属学校長から推薦のあった者  

（５）本フォーラム事前オリエンテーション及び事前説明会を含む全日程に参加できる者 

 

８ 費用負担  

（１）次に掲げるものについては参加者の個人負担とする。 

・パスポート取得手続きに係る費用 

・海外旅行傷害保険加入料 

・高等学校課が行う事前研修会の参加に係る交通費 

・国内移動中の飲食に係る費用 

・現地での個人的な費用 

（２）次に掲げるものについては県の負担とする。 

・往復の航空運賃（空港使用料を含む） 

・国内利用空港と倉吉東高校の往路の交通費 

・初日及び３日目の宿泊に係る費用 

・初日の夕食、２日目の朝食、３日目の夕食、４日目の朝食に係る費用 

（３）次に掲げるものについては江原道国際教育院の負担とする。 

・江原道国際教育院と仁川空港の往復の交通費 

・江原道国際教育院内宿泊施設の宿泊及び教育院到着後の食事に係る費用 
 

９ その他 

  帰国後、２週間以内に学校を通じて、報告書を提出すること。（Ａ４横書き、様式自由） 


